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アナ： 「市長が語る 2024三島」第 3回の今日は、「高齢者のバス等利用助成」に 

ついてお話を伺います。豊岡市長、よろしくお願いします。 

市長： よろしくお願いします。 

アナ： 「高齢者のバス等利用助成」とは、一体どういったものでしょうか。 

市長： 「高齢者バス等利用助成」は、平成 22年度から実施しており、高齢者の外出を 

支援し、社会的、文化的活動などへの参加の促進を図るとともに、 

通院やお買い物などを通じた健康の保持や生活の質の向上にお役立ていただく 

ことを目的としておりまして、バスや鉄道、タクシーの乗車料金の一部を 

助成するものです。 

アナ： この「助成券」の対象は、どのような方でしょうか。 

市長： 今年の 1月 1日時点で三島市内に住所があり、昭和 30年 4月 1日以前に 

生まれた方になります。 

なお、74歳以下の方は、バスと鉄道のみ利用が可能で、75歳以上の方に 

つきましては、タクシーも利用が可能となっております。 

アナ： 10年以上続いている取り組みですが、今年度何か見直しをされた点は 

ありますか。 

市長： はい。これまでは、全対象者に助成券を郵送しておりましたが、 

助成券を利用されない方もいらっしゃることから、今年度は、郵送の対象者を 

見直しまして、対象となる方に 3月中に助成券を発送いたしました。 

アナ： 「郵送の対象になる方」は、どのような方でしょうか。 

市長： 昨年 1月から 12月までの 1年間に助成券の利用実績がある方や、新たに 

この事業の対象となる 70歳の方、タクシーでの利用が可能になる 75歳の方、 

助成券の利用可能期間が 1年間に満たない 71歳の方、 

同様にタクシーの利用可能期間が 1年間に満たない 76歳の方を 

郵送の対象にしております。 

アナ： 郵送の対象とならなかった方は、どのように交付を受ければよいのでしょうか。 

郵送の対象でない方でございましても、連絡をいただければ助成券を 

郵送いたします。 

助成券が届いていない方で必要な方は、お手数をおかけいたしますが、 

長寿政策課 高齢者福祉政策室までお問い合わせくださいますよう 

お願いいたします。 

アナ： バス、鉄道、タクシーで利用できるとのことですが、どの会社のバスなどでも 

   利用ができるのでしょうか。 

市長： 助成券に記載してある会社のバス、鉄道、タクシーで利用ができますが、バス
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やタクシーは、出発又は到着が三島市内であることが必要です。 

なお、鉄道については、伊豆箱根鉄道駿豆線で利用が可能です。 

アナ： 助成券はどのように使うのでしょうか。 

市長： バスとタクシーは、料金支払時に助成券を出していただき、差額をお支払い 

ください。 

鉄道は、自動発券機が助成券に対応しておりませんので、窓口にて助成券を 

出していただき、差額をお支払いください。 

    なお、助成券は１枚あたり１００円相当となっております。 

アナ： 他に気をつけることはありますか。 

市長： 今年度の助成券の色は、74歳以下の方は「緑色」で、75歳以上の方は「藤色」

となります。昨年度の「水色」や「黄色」の助成券は使用できません。 

詳しくは、広報みしま 4月 1日号、又はお送りいたしました助成券に同封の 

チラシをご覧ください。 

アナ： 助成券を活用して多くの方に外出してもらいたいですね。 

市長： はい。助成券が、外出しようという皆様のお気持ちを強く後押しすることに 

つながればと願っております。 

アナ： 豊岡市長、本日はありがとうございました。 

市長： ありがとうございました。 


